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  投票日１月29 日  市長・市議選挙

【不在者投票制度】
○長期入院（療養）の方
　入院中の病院や入所している老人ホーム等の施設が
不在者投票施設に指定されている場合は、その施設内
で投票することができます。
○出張等で市外におられる方
　市外に出ておられる方は、高島市選挙管理委員会に

「不在者投票宣誓書（兼申請書）」を提出し、投票用紙
等を請求することができます。
　宣誓書（兼申請書）が届き次第、投票用紙等を郵送
しますので滞在先の選挙管理委員会で投票してくださ
い。
　郵送に時間がかかりますので、早めに申請してくだ
さい。
○郵便投票を希望される方は
　証明書の事前申請が必要です
　身体の重度な障がいや病気の方など一定の条件によっ
ては郵便投票（郵便等による不在者投票）をすることが
できます。投票には、「郵便投票証明書」が必要となり
ます。証明書の交付には日数がかかりますので、選挙期
日の告示日（１月 22 日）までに申請してください。
　詳しくはお問い合わせいただくかホームページをご覧
ください。

▼投票入場券と選挙公報の配布予定日
　入 場 券…　１月 21 日㊏～ 24 日㊋
　選挙公報…　１月 25 日㊌～ 27 日㊎

▼投票できる方
　平成 11 年１月 30 日以前に生まれた方で、平成
28 年 10 月 21 日以前に高島市の住民基本台帳に
登録され、引き続き３か月以上住所があり、選挙人
名簿に登録されている方が対象です。
　なお、この条件を満たしていても、市外に転出さ
れると投票できなくなります。

▼期日前投票をご利用ください
　投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭などの理由で投
票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
《場所と期間》
【市役所本庁・各支所】
※安曇川支所は安曇川ふれあいセンターへ移転しまし
たのでご注意ください。

１月 23 日㊊～ 28 日㊏　８時 30 分～ 20 時

告 示 日　１月 22 日 ㊐
投 票 日　１月 29 日 ㊐
投票時間　７時～ 20 時

　１月 29日（日）に高島市長選挙と高島市議会議員一般選挙が行われます。
　皆さんの意思を市政に反映させる大切な選挙です。大切な１票を無駄にしな
いよう、忘れず投票しましょう。

下記の投票所では閉鎖時間が繰り上げになっています。
ご注意ください。

▼投票所が変わります
　次の投票区は投票所が変更となりますのでご注意
ください。
○第１投票区… 西浜集会所  ⇒  西浜老人憩の家
○第２投票区… マキノ東小学校体育館  ⇒  同音楽室
○第 38 投票区… 朽木村井集会所  ⇒  朽木大野集会所
○第 48 投票区… 安曇川支所  ⇒  安曇川公民館
　　　　　　　　　　　　　　　ふじのきホール

18 時まで 在原、椋川、天増川、雲洞谷、木地山、中牧、
平良

19 時まで
野口、山中、下、浦、小荒路、石庭、牧野、
上開田、保坂、角川、栃生、麻生、地子原、
大野、黒谷、畑

高島市選挙管理委員会事務局　 （２５）８０００

　入場券が届いていな
い場合や、入場券を紛
失してしまった場合な
ど、入場券が手元に
ない場合でも投票
できますので、投票
所にお越しください。

　今回から、入場券
の裏面に期日前投票
宣誓書の記入欄を設
けています。
　あらかじめ記入してお
持ちいただくとスムーズ
に投票できます。

高
島
市
と
重
要
文
化
的
景
観

今
年
度
の
取
組
報
告

　
高
島
市
に
は
、
国
が
文
化
財
保
護
法

に
基
づ
き
「
重
要
文
化
的
景
観
」
に
選

定
し
た
地
域
が
３
か
所
あ
り
ま
す
。

　
総
合
戦
略
で
は
、
行
政
と
地
域
住
民

の
皆
さ
ん
が
連
携
し
な
が
ら
、
市
内
３

か
所
の
重
要
文
化
的
景
観
の
魅
力
を
発

信
し
、
地
域
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を

目
標
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
。

　
重
要
文
化
的
景
観
に
選
定
さ
れ
て
い

る
「
海
津
・
西
浜
・
知
内
」、「
針
江
・

霜
降
」、「
大
溝
」
の
各
地
域
に
は
、
地

域
住
民
の
方
を
中
心
に
組
織
さ
れ
て
い

る「
文
化
的
景
観
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」

が
あ
り
、
本
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
協

議
会
が
地
域
に
見
合
っ
た
方
法
の
ま
ち

づ
く
り
事
業
を
市
か
ら
受
託
す
る
形
で

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

重
要
文
化
的
景
観

　
そ
の
地
域
の
自
然
と
人
々
の
暮

ら
し
が
作
り
あ
げ
た
文
化
的
な
景

観
の
こ
と
。
日
本
全
国
に
ま
だ
50

か
所
し
か
な
い
貴
重
な
文
化
財
。

■
海
津
・
西
浜
・
知
内
の
水
辺
景
観

　
11
月
３
日
（
木
）
に
地
域
見
学
イ
ベ

ン
ト
「
き
ゃ
ん
せ
海
津
」
を
開
催
し
ま

し
た
。
当
日
は
協
議
会
会
員
の
案
内
で

昔
な
が
ら
の
町
並
み
の
見
学
や
船
に

乗
っ
て
琵
琶
湖
上
か
ら
湖
岸
の
石
積
み

を
見
学
す
る
ツ
ア
ー
等
を
行
い
、
多

く
の
見
学
者

に
港
町
、
宿

場
町
と
し
て

栄
え
た
海
津

の
魅
力
を
紹

介
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し

た
。

■
針
江
・
霜
降
の
水
辺
景
観

　
霜
降
区
集
会
所
の
前
に
、
協
議
会
会

員
の
手
で
新
し
い
カ
バ
タ
を
設
置
し
ま

し
た
。
地
域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
来
訪

者
の
方
も
気
軽
に
カ
バ
タ
の
水
に
触
れ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
案
さ
れ
た

も
の
で
す
。

■
大
溝
の
水
辺
景
観

　
大
溝
城
跡
な
ど
の
歴
史
遺
産
が
数
多

く
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
見
学
者
を

案
内
で
き
る
ガ
イ
ド
の
養
成
講
座
を
協

議
会
企
画
で
実
施
し
ま
し
た
。
受
講
者

の
う
ち
現
在
９
人
が
ガ
イ
ド
と
し
て
活

動
中
で
す
。
ま
た
、
９
月
に
は
大
溝
の

水
辺
景
観
を
町
歩
き
と
湖
上
見
学
で
楽

し
む
「
大
溝  

湖う
み
・
町
も
の
が
た
り
」

ツ
ア
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

総合戦略はどうなってるの？ vol.８

　
「
高
島
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

総
合
戦
略
」
事
業
の
取
り
組
み
を
紹
介

す
る
コ
ー
ナ
ー
の
第
８
弾
で
す
。

　
今
回
は
、
基
本
目
標
①
「
高
島
に
お

け
る
安
定
し
た
雇
用
を
創
出
す
る
」
の

取
り
組
み
と
し
て
「
重
要
文
化
的
景
観

を
活
か
し
た
観
光
振
興
事
業
」
を
紹
介

し
ま
す
。　

　
今
年
度
、
各
地
域
で
実
施
さ
れ
た
主

な
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

総
合
戦
略
課　

（
２
５
）
８
１
１
４

重
要
文
化
的
景
観
を
活
か
し
た

観
光
振
興
事
業

「高島市まち・ひと・しごと創生総合戦略」とは…

　将来にわたって安心して暮らし続けることができる、持続可

能な地域社会づくりに取り組むため昨年度策定した計画です。

③若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる②高島への新しいひとの流れをつくる

④時代に合った地域を作り、安心な暮らしを守る

とともに、地域と地域を連携する

①高島における安定した雇用を創出する

総
合
戦
略
の

４
つ
の
基
本
目
標

　
今
後
も
、
こ
う
し
た
地
域
そ
れ
ぞ
れ

の
手
法
で
の
魅
力
発
信
や
見
学
者
受
入

体
制
整
備
を
進
め
、
重
要
文
化
的
景
観

選
定
地
域
の
更
な
る
活
性
化
に
つ
な
げ

て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。 霜降に設置された

新カバタ

大溝  湖
うみ

・町ものがたり
ツアー

きゃんせ海津での酒造見学
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今
回
の
申
告
か
ら

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
必
要
で
す
！

  

本
人
確
認
書
類
の
例

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
だ
け
で
本
人
確
認
が

可
能
と
な
り
ま
す
。（
カ
ー
ド
の
取
得
方
法

は
、
広
報
た
か
し
ま
12
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方

は
次
の
２
種
類
の
書
類
が
必
要
で
す
。

①
番
号
確
認
書
類

　
・
通
知
カ
ー
ド

　
・
住
民
票
の
写
し
等
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
の
あ
る
も
の
に
限
り
ま
す
。）

②
身
元
確
認
書
類

　
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
等

※
写
し
を
添
付
す
る
場
合
は
、
①
番
号
確
認
書

類
と
②
身
元
確
認
書
類
の
写
し
を
そ
れ
ぞ
れ
添

付
台
紙
等
に
貼
っ
て
、
申
告
書
と一緒
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

マイナンバーカードが
便利です

の
お知らせ

市
役
所
税
務
課　

（
２
５
）
８
１
１
６

今
津
税
務
署　

（
２
２
）
２
５
６
１

　
平
成
29
年
度
（
平
成
28
年
分
所
得
）

の
市
民
税･

県
民
税
申
告
書
を
、
１
月

下
旬
に
前
年
度
に
申
告
さ
れ
た
方
へ
発

送
し
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
28
年
分
の
所
得
税
と
復

興
特
別
所
得
税
確
定
申
告
関
係
書
類

は
、
２
月
上
旬
に
大
阪
国
税
局
か
ら
発

送
さ
れ
ま
す
。（
消
費
税
確
定
申
告
書

お
よ
び
青
色
決
算
書
等
も
該
当
さ
れ
る

方
に
は
同
封
さ
れ
て
い
ま
す
。）

　
な
お
、平
成
27
年
分
の
確
定
申
告
で
、

ｅ-

ｔａｘ
（
電
子
申
告
）
を
利
用
さ
れ

た
方
や
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
告

書
を
印
刷
し
て
提
出
さ
れ
た
方
に
は
、

申
告
用
紙
や
確
定
申
告
の
手
引
き
は
郵

送
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
申
告
に
必
要
な
情

報
は
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ッ
ク
ス
」
や
「
お

知
ら
せ
ハ
ガ
キ
」
に
よ
り
連
絡
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
引
き
続
きｅ-

ｔａｘ

の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
や

確
定
申
告
書
等
を
発
送
し
ま
す

１
月
下
旬
以
降
に

税
の
申
告
の
時
期
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。

申
告
に
必
要
な
税
の
情
報
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
や

確
定
申
告
書
等
を
発
送
し
ま
す

が
必
要
で
す
！

　市職員は、「豊かな感性を持って自ら考え行
動する自律型職員」を目指し、市民の皆さんの
立場にたった心のこもったサービスが提供でき
るよう、柔軟かつ効率的・効果的な行政運営に
取り組んでいます。

　【職員の状況】
　平成 17 年１月の合併以降、事務事業の見直
しや施設の見直しによって管理体制のスリム化
を図っています。また、重要な施策へ人員を重
点的に配置し、限られた職員の能力が十分に発
揮できる人事配置を行うことによって、平成
28 年４月現在で累計１７５人の削減を行いま

した。
（H28.4.1 現在９５９人、消防・病院等を含む）
　今後も平成 28 年３月策定の高島市職員数適
正化計画を基本とし、職員一人ひとりが市民の
皆さんの気持ちやニーズを十分に把握し、適切
かつ迅速に対応できる組織となるよう、努めま
す。

…………【給与額の水準】
　平成 27 年４月１日現在でみると、高島市一
般行政職の給与水準は、国を１００とした場合
９７．０となっています。

市の職員数と給与額の水準をお知らせします
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
平
成
28
年

分
以
降
の
確
定
申
告
書
や
平
成
29
年
度
（
平
成
28
年

分
）
以
降
の
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
記
載
（
納
税
者
本
人
、
控
除
対
象
配
偶

者
、
扶
養
親
族
お
よ
び
事
業
専
従
者
）
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
申
告
書
の
提
出
に
は
、
納
税
者
本
人
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で

す
。★

市
役
所
に
確
定
申
告
書
を
提
出
さ
れ
る
場
合
は
、

本
人
確
認
書
類
の
写
し
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
事
前
に
コ
ピ
ー
の
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

（
控
除
対
象
配
偶
者
、
扶
養
親
族
お
よ
び
事
業
専
従

者
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
は
不
要
で
す
。）

今津税務署からのお知らせ　
●今津税務署内の申告書作成会場のご案内
・開設期間　２月16 日木～３月15 日水（土日は開設していません。）

・受付時間　９時～16 時
　　　　　　　（「作成済みの申告書等の提出」と「用紙の交付」は17時まで）

※２月 15 日（水）以前については、通常窓口での対応となりますので、長時間お待ちいただくこと
があります。
※確定申告期間の初日（２月 16 日（木））と確定申告期限（３月 15 日（水））間際は、大変混雑しま
すので、比較的余裕のある２月下旬から３月初旬のご来場をお勧めします。
　また、開催期間中におきましても混雑が予想されますので、国税庁ホームページの「確定申告書等
作成コーナー」のご利用をお勧めします。
※申告会場では、原則として、ご自分でパソコンによる申告書の作成を行っていただくこととしていま
す。また、前年分の申告書の控え、利用者識別番号等通知（お持ちの方）・本人確認書類などの申告
書の作成に必要な書類をお持ちください。

　
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例

の
申
請
を
さ
れ
た
方
が
、
確
定
申
告
や

市
民
税
・
県
民
税
所
得
申
告
を
さ
れ
た

場
合
（
医
療
費
控
除
等
に
よ
る
申
告
も

含
む
）
や
５
か
所
以
上
の
市
町
村
に
申

次
の
場
合
は
、
ワ
ン
ス

ト
ッ
プ
特
例
が
無
効
に
！

ふ
る
さ
と
納
税

請
を
行
っ
た
場
合
は
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
の
申
請
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
場
合
、
確
定
申
告
や
市
民
税
・

県
民
税
所
得
申
告
に
よ
り
、
寄
付
金
控

除
を
受
け
て
い
た
だ
け
ま
す
。

【
ふ
る
さ
と
納
税

　
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
と
は
？
】

○
確
定
申
告
や
市
民
税
・
県
民
税
所
得

申
告
を
し
な
く
て
よ
い
給
与
所
得
者
や

年
金
所
得
者
が
寄
付
を
し
た
場
合
に
、

申
告
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
特
例
制
度

で
す
。

　
寄
付
を
さ
れ
る
と
き
に
、ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
の
申
請
を
さ
れ
る
と
、
市
町
村

間
で
通
知
を
行
い
、
翌
年
度
の
住
民
税

で
「
申
告
特
例
控
除
額
」（
所
得
税
・

住
民
税
の
寄
付
金
控
除
・
寄
付
金
税
額

控
除
相
当
額
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

住
民
税
の
寄
付
金
控
除
・
寄
付
金
税
額

控
除
相
当
額
）
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
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問 農業委員会事務局　ὸ（25）8513

農政懇談会を開催、
活発な意見交換が行われる

　高島市農業委員会では、刻々と変化する農
政問題とその解決策について意見交換する

「農政懇談会」を毎年開催しています。
　今年は、市長をはじめ地元選出の国会議員
や県議会議員等を招き、11 月６日（日）に
開催しました。「新たな農業委員会組織への
移行」「担い手の育成・確保」「遊休農地の解
消」「鳥獣被害対策の強化」の４つのテーマ
で課題と問題点を各部会・分科会の代表が発
表し、各来賓より助言をいただくなど活発な
意見交換ができました。また、懇談会終盤に
は「高島市農業施策等に関する建議書」を会
長が福井市長に手渡しました。

問 市民課　ὸ（25）8018

　近年、相続した不動産について相続登記が
されていないケースが増加しています。
　相続登記しないで放置しておくと、相続関
係が複雑になり手続きに時間と費用がかかり
ます。速やかに相続登記を行うと、相続した
不動産を売却しようとしたときに手続きをス
ムーズに進めることができるほか、不動産を
担保に住宅ローンを組むことができるなどの
メリットがあります。
　自分の権利を大切にするとともに、次世代
の子どもたちのためにも相続登記をしましょ
う。
　大津地方法務局と滋賀県司法書士会では、

「未来につなぐ相続登記」推進プロジェクト
を組織し、相続登記の申請を推進する取り組
みを実施しています。
▼相談会の予約・問合先
滋賀県司法書士会・総合相談センター
（無料相談）　☎０７７（５２７）５５４５
★法務省ホームページは
　「未来につなぐ相続登記」で検索してください。

未来につなぐ相続登記
～次世代の子どもたちのために～

問 財産管理課　ὸ（25）8112

　高島市では、次の市有地（宅地）を一般競争入札により販
売します。
　この入札に参加を希望される方は、事前に申し込みが必要
になりますので、受付期間にお申し込みください。詳しくは
お問い合わせいただくかホームページをご覧ください。

【申込用紙の配布・申込受付】
　▼期間・時間
　　１月 25 日水まで
　　　９時～ 17 時

※土日祝日と 12 月 29 日～１
月３日を除く

※ 12 時から 13 時までを除く

　▼配布・受付場所　
　　市役所  財産管理課
　　（本庁２階）

※申込用紙は、ホームページ
からもダウンロードできます。

【入　札】
　日時　２月１日水 14 時～
　場所　観光物産プラザ
　　　　（新旭公民館）

市有地（宅地）を販売します

物件
番号 所在・地番 面積（㎡） 予定価格

（最低売却価格）
１ マキノ町高木浜一丁目２番１　外３筆 １，８８７．８２ ２, ２０９万円
２ マキノ町高木浜一丁目３番１　外２筆 １，７８９．０２ ２, ３１０万円
３ マキノ町高木浜一丁目４番３　外４筆 ２，２５１．２８ ２, ３６４万円
４ マキノ町高木浜一丁目５番２ 　２５０．２４ ６６１万円
５ マキノ町高木浜一丁目５番６ ２５０．０１ ６６０万円
６ マキノ町新保字風呂田８１６番２ ２，１４６．１２ １, ８８５万円
７ 新旭町新庄字明光寺５６４番　外１筆 ２，９３７．３３ ２, ６００万円
８ 新旭町安井川字南川原１３５０番１０ ２１６．１２ ３５２万円

12
月
29
日
（
木
）
か
ら
１
月
３
日
（
火
）
ま
で
市
役
所
・
各
支
所
は
お
休
み
で
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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　空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施する
ため、今年度は高島市空家等対策計画の策定を予定して
います。計画の策定にあたっては、諮問機関として、高
島市空家等対策審議会を発足し、11 月 10 日（木）に第
１回審議会を開催しました。この日は、委嘱状を交付し、
本市の空き家の状況などを説明させていただきました。

　市では、市内の空き家を有効活用し、市への定住を促進し地域の活性化を図るた
め、平成 23 年度から「高島市空き家紹介システム」を運用しています。市内の協
力事業者さんと共に高島市空き家活用促進協議会を設置し、これまでに空き家活用
相談会を計 20 回開催するなど、空き家の活用を民間と行政の協働で促進していま
す。【実績：登録 66 件、成約 34 件（賃貸 22 件、売買 12 件）】

～空き家紹介システム運用中～

　４年前から空き家となっていた家を、放ってお
くと老朽化がますます進むので、どうしようかと
考えていたところ、市に空き家活用の相談窓口が
あることを知り相談しました。
　また、空き家リフォーム補助を活用して床やト
イレ等をリフォームしました。そして、市の定住
相談窓口に相談に来られた方をご紹介いただき、
借りていただくことができました。

　高島市に住みたくて、市の定住相談窓口に住
まいと仕事を相談したところ、一戸建ての空き
家をご紹介いただき、市内に就業することもで
きました。また、高島コレカラネットワーク（移
住者と在住者の交流会）に参加し、地域の方々
とのつながりをつくりながら、高島暮らしを満
喫しています。

＜高島市空き家紹介システム協力事業者（宅地建物取引業者）＞
有限会社 桧住建、     有限会社 湖西住研、     株式会社 澤村、      湖西ホームズ 株式会社、     株式会社 梅久、
株式会社 ＢＥＬＩＥＦ、     弘徳興業 株式会社、     株式会社 北條、     エイブルネットワーク高島安曇川店、   
株式会社 アドミールリゾート、      ほうき不動産

【  貸 している　所有者Ｙさん 】

空き家活用相談会
　空き家の所有者がその活用を気軽に相談できる場として、空き家活用相談会を開催します。
空き家所有者の皆さん、ぜひ相談会をご利用ください。

▼日時　1 月 21 日（土）　10 時～ 12 時　※ご予約をいただいた方を優先します。

▼場所　【今津会場】今津東コミュニティセンター
　　　　【新旭会場】高島市役所　　【安曇川会場】安曇川公民館

問「高島市空き家活用促進協議会」事務局（市民協働課定住推進室）　ὸ（２5）8526

空家等対策審議会を発足 !
対策計画…策定に向け

【  借 りている　永田さん…】
　　　（山口県から移住） 

利用者の声
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民生委員・児童委員　改選
新しい各委員をご紹介します

　12 月１日付けで民生委員・児童委員が一斉改選されました。
　高島市では１６３人の方が、厚生労働大臣から委嘱を受け、各地域で活動されています。
　新しい民生委員・児童委員と主任児童委員の皆さんをご紹介します。

問 社会福祉課　ὸ（25）8120

マ キ ノ今 　 津新 　 旭

民生委員・児童委員
海津１区 杣野　清
海津２区 小多　明
海津３区 藤原　一麿
西浜 辻　孝夫
マキノ駅西 平松　弘三
高木浜一丁目 田中　爲敏　
高木浜二丁目 近藤　喜造
小荒路 中田　吉人
野口 河野　貫由
在原 上田　吉信
下 小多　偕裕
山中・浦 前河　きよみ
寺久保 野﨑　律子
蛭口 古蒔　善助
石庭 野﨑　繁
牧野・白谷 青谷　ゆう子
上開田・下開田 田　 一
辻・森西 藤沢　安幸
沢 曽根　幸子
知内 牧野　隆司
新保 大村　直行
中庄 伊吹　初美
大沼 桂田　義直
グリーンレイク 水谷　 純

主任児童委員
マキノ地域全域 竹村　綾子

中川　惠美子

民生委員・児童委員
南浜 松井　小百合
中浜・北浜 阪田　三郎
東区・武末 櫻田　勲
西区 八木　 美子
栄区 杉橋　多惠子

松陽台
井上　薫

早阪　和子
小川　美紗子

南新保 葊部　文雄
カームタウン 佐藤　勇太郎
市ケ崎 木田　利夫
天神 岡田　晶子
大供 植松　玉恵
弘川 小川　敬子
中野 髙谷　勇
杉沢 小川　二三子
新保寺・東新町 竹縄　義昭
宮西・下弘部 福田　龍己
上弘部・藺生・大床 瀧口　雄豊
梅原・岸脇・梅原団地 石田　良葊
北深清水・南深清水・
新田 内　平藏
桂・北仰・北仰東 大村　勇
酒波・伊井・三谷 木下　勇
平ケ崎・構 赤尾　信孝
北林・望みの郷 古武　ルミ
中ノ町・井ノ口・辻 水田　善昭
浜分・川尻・
湖西ニュータウン

岩本　忠晴
細川　悅子

保坂・杉山・天増川 橋本　恒夫
椋川 栗田　三次
角川 中川　昌光

主任児童委員
今津地域全域 北條　里実

古谷　正子

民生委員・児童委員

新庄
八田　孫良

桒原　キクエ
平井　靜子

川原市 戸井　惠子
井ノ口 橋本　親房

安養寺 松田　良夫
平野　佳明

北畑 多胡　正博

藁園
日 　俊介
梅川　町子

柏田　まつ江

太田
青地　徹
粂　正幸

藤田　和宏
木津・日爪・
木津宮の南 饗庭　貞子
岡 堀野　将正
五十川・米井 中村　和樹
辻沢 山本　博昭
今市 桒原　馨二
平井・
ウッディーパーク 髙木　良一

田井・森 饗庭　克巳
庭川　弘

堀川 八田　隆之
山形・霜降・
レインボ－タウン 杉岡　卓偉
針江 前田　豊彦
深溝・やわらぎ北の
町・湖畔の郷

上原　里子
藤本　良明

主任児童委員
新旭地域全域 清水　和美

山川　和子
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★主任児童委員は、児童問題
を専門的に担当し、関係機関
と各地域担当の民生委員・児
童委員との連絡役となって、
協力して活動を行います。

安 曇 川高 　 島

朽　木

民生委員・児童委員

市場 朽木　清綱
武内　潮美

上野 平樂　忠
野尻 越智　茂代
荒川・荒川惣田 澤村　光雄
麻生・木地山 繁田　登
地子原 中村　末子
雲洞谷・能家 井上　岩夫
小入谷・生杉・中牧・
古屋 賀 　千代美
桑原・平良・小川 西澤　惠美子
栃生・村井・大野 小坂　一郎
古川・岩瀬 奥田　治
柏・宮前坊 大鉢　佳子

主任児童委員

朽木地域全域 山原　惠子
福田　恵

民生委員・児童委員
鵜川・打下 山田　與三雄
湊 葊瀬　渉
榊 林　俊博
新中野 小林　美智子
城山台 加藤　 江
巴・竜 一圓　守造
宝・新町 村田　良雄
萩の浜 井上　修三
永田 三矢　幾和
音羽・音羽上 中江　勢津子
出鴨 山本　富美子
北鴨・東鴨 大辻　恵子
宿鴨・南鴨 白井　よね子
宮野・野田・野田南・
北野田 川　明
横山 万木　英夫
武曽 中村　眞奈美
拝戸・南拝戸 吉村　馨
鴨川平 岩﨑　絹子
伊黒・富坂 山本　みどり
中溝・鹿ケ瀬 大塚　文葊
黒谷・畑 林　典男

主任児童委員
高島地域全域 山田　恵美子

辻　明美

民生委員・児童委員
下古賀 東村　 伸
上古賀 入江　和代
長尾・中野・びわこ台 中村　丈夫
南古賀・梅の子 橋本　孝子

南市・中央・田中ニ
ュータウン

土井　治
平井　登志枝
薬師川　隆

下ノ城・馬場・
仁和寺・陵 土井　修次
三田・佐賀・上寺・
泰山寺・びわこガー
デンタウン

清水　喜久男
山崎　修

沖田・伏原・煤田・
竹の里 中野　正
北出・三尾里 土井　良太郎

西万木・末広

鈴木　久司
地村　満信
八田　節子
地村　邦子
饗庭　弘子

五番領・十八川 中村　仁
寺井　要

三重生・庄堺 多胡　伊久男

青柳
藤井　智紹
中村　兵司

馬塲　惠美子
上小川・横江 渕田　京子

下小川 川越　俊治
田中　和男

リバーサイド 藍原　茂子
下坂　惠子

北船木 保木　輝雄
駒井　正一

南船木 谷口　まゆみ

川島 竹内　一
西川　治男

藤江 田村　たま枝
今在家・横江浜 八木　武

主任児童委員
安曇川地域全域 石黒　紀代子

梅村　頼子

問 人権施策課
　ὸ（25）8524

　人権擁護委員は、日頃から
地域の中で皆さんの相談を受
け、問題解決のお手伝い等、
人権の擁護に努められていま
す。高島市では 14 人の方々
が法務大臣から委嘱されてい
ます。
　１月から、志連晴子さん、
坂川道雄さん、上藤節子さん
の３人にご就任いただきま
した。12 月末で退任された
今津地域の洲崎富士夫さん

（約７年間）と稲葉隆一さん
（約３年間）、朽木地域の酒井　
高康さん（約３年間）には、
地域の人権を守るためご尽力
いただきました。本当にあり
がとうございました。

こんにちは！ 

人権擁護委員

です

氏　名 住　所
中川　泰夫 マキノ町知内

江端　英嗣 マキノ町海津

奈良　羊子 今津町住吉

志連　晴子 今津町今津

坂川　道雄 今津町弘川

上田　謙治 朽木地子原

上藤　節子 朽木村井

梅村　頼子 安曇川町四津川

川越　清司 安曇川町下小川

德村　明美 安曇川町下古賀

白井　洋子 宮野

三矢　艶子 永田

日花　滋子 新旭町藁園

三田村　治夫 新旭町饗庭

お知らせ拡大版
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お知らせ拡大版健康推進課　 （２５）８０７８
（２５）５６７８
kenko@city.takashima.lg.jp

　人権意識を高めるため人権啓発標語を募集したところ、３，４３９点の応募がありまし
た。たくさんのご応募ありがとうございました。
　応募作品の中から、優秀作品として次の 17 点を選定しました。優秀作品は、人権啓発
活動に活用させていただきます。

　【小学校　低学年の部】　
　わかってる？　なかまはずれは　いじめだよ！

（マキノ西小学校　１年生　谷口　琉唯 さん）
　なくそうよ　ちくちくことば　いやがらせ

（青柳小学校　２年生　川越　陽歌里 さん）
　わるいこと　「だめだ」と言えると　カッコイイ

（マキノ西小学校　３年生　久保井　真穂 さん）
　悪いこと　悪いと言える　いい仲間

（今津東小学校　３年生　垣貫　晴太 さん）
　やめようよ　自分がされたら　いやなこと

（安曇小学校　３年生　安原　善太　さん）

　【小学校　高学年の部】
　いじめてる！！見てみぬふりは　ゆるさない

（朽木東小学校　４年生　菊地　幸喜子 さん）
　気づこうよ　だれかがだしてる　ＳＯＳ

（本庄小学校　４年生　秋永　聖 さん）
　いやなこと　見て見ぬふりも　いじめだよ

（マキノ東小学校　５年生　左嵜　紗菜 さん）
　見なおそう　自分がしてる　その行動

（マキノ西小学校　６年生　五島　緋葉里 さん）
　いやな事、しない　言わない　おたがいに

（マキノ南小学校　６年生　曽根　昇大 さん）
　書いちゃダメ！ネットで悪口　いじめだよ

（新旭南小学校　６年生　沢辺　未来 さん）

人権啓発標語優秀作品

優秀作品が決定しました！

人権啓発標語　優秀作品発表

　【中学校の部】
　いじめの芽　つむのは君の　少しの勇気

（朽木中学校　１年生　山本　仁翔 さん）
　いじめなし　踏み出す一歩は　自分から

（高島中学校　１年生　海東　風柚 さん）
　「やめようよ」言える人こそ　強い人

（湖西中学校　１年生　沢村　美結 さん）
　遊びでも　相手がいやなら　それいじめ

（高島中学校　２年生　梅村　麻奈実 さん）
　いじめダメ！　みんな笑顔で　いたいから

（今津中学校　３年生　河原田　ひとみ さん）

　【一般の部】
　高めよう　敬うこころ　高島で

（森　千祐 さん）

高島市人権教育推進協議会（社会教育課内）
　 （３２）４４５７

　第 28 回近畿市町村広報紙コンクール（毎日新聞社、
毎日文化センター主催）で、応募数 68 団体の中から、
３年連続で広報たかしまが優良賞に選ばれました。
　受賞を励みにし、今後も親しみやすく市民の皆さん
に愛される広報誌づくりを心掛けます。

審査対象の９月号

近畿市町村広報紙コンクールで
   「広報たかしま」が３年連続の優良賞 !

秘書広報課　 （25）8000

11/27（日）
高島市人権のつどい
での表彰式

　広報たかしま 12 月号９ページ
「病児保育室「おひさま」」の記事
の、インフルエンザでの利用につ
いて、次のとおり変更します。

（変更前）
医師意見書は解熱時点でもらって
ください。

（変更後）
医師意見書はインフルエンザ
診断時にもらってください。ま
た、病児保育室に仮予約をし
てください。

子育て支援課　
　 （25）8136

「パートナーと過ごす冬」

【さいじ】歳時　催事　細事 etc…
移ろいや催し、日々感じる細々したことを地域おこ
し協力隊の感性で徒然伝えていくコーナーです。

地域おこし協力隊
太田　彩

　明けましておめでとうございます。新年の清々しい朝をコ
ケコッコーと酉

とり

の鳴き声で目を覚ますことができたらよいの
ですが…。如何せん我が家のご近所にはいないもので、叶う
ことはありません。朝一はスズメかカラスかはたまたケイタ
イが定石です。
　それにしても寒い日が続き、寒がりの私の脳裏には『冬眠』
の二文字が浮かんでいます。この時季ばかりはクマやカエル
が羨ましい。あまりの寒さに心折れそうになることもありま
す。そんな時、そっと寄り添い私を暖めてくれる方がいらっ
しゃいます。お茶を煎れ、料理をし、洗濯物まで乾かしてく
ださる、理想の方です。ちょっと大喰らいで、匂いが気にな
る時もありますが、それはそっと目を瞑

つむ

ります。たくさんの
方と比較して、様々な人のご意見を伺い選んだパートナーで
す。今後とも末永くお付き合いしていこうと思います。だる
まストーブさん、あなたがいないと高島の冬は越せません。
厳しい季節も共に乗り越えていきましょう。

　愛を込めて　太田
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Ｄ
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朝７時頃にはカーテンを開けて朝の光を
浴びましょう。

朝ごはんを食べましょう！

昼寝は午後３時までに切り上げましょう。

寝るときは電気を消して静かな環境を整
えましょう。
メディアの見すぎに注意しましょう。
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病
気
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発
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や
重
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生
活
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改
善
に
つ
な
ぐ
た
め
の
大
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す
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ぜ
ひ
、
こ
の
機
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を
逃
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ず
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し
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だ
さ
い
。

特
定
健
診
の
受
診
期
限
は

１
月
31
日
！

朝７時頃にはカーテンを開けて朝の光を
浴びましょう。

朝ごはんを食べましょう！

昼寝は午後３時までに切り上げましょう。

寝るときは電気を消して静かな環境を整

９

Ｚ
Ｚ
Ｚ

生活リズムを整えるには

【１～３歳児の就寝時間】

(H26 年度　高島市乳幼児健診結果より）
� ������� �� ��

８時台
９時台
10 時台
11 時以降

１歳児

２歳児

３歳児
（％）

病児保育室「おひさま」
の利用手続きを一部変更
します


